事前確認事項

１　管理指導員講習会について
　(1) 管理指導員は、学校体育施設を利用するに当たって、適正に利用できるよう利用者に対し指導すると共に、安全管理に努める者として利用団体に１人以上置くことを定めています。
　(2) 管理指導員としての認定を受けるには、管理指導員講習会を受講しなければなりません。

２　学校体育施設利用の流れ
　(1) 運営委員会への出席
利用希望月の前月に開催される利用希望学校の運営委員会に運営委員が出席し、他の利用団体との調整及び申請書の提出を行います。
※利用しない月の分の運営委員会への参加は不要です。
[bookmark: _GoBack]※自治会や地区スポーツ協会等、定期的に利用されない団体も利用する月は、運営委員会に出席し、利用申請の手続きを行ってください。
※運営委員会の会場及び日程については、スポーツ課及び各運営委員会へ各自問い合わせてください。
※各運営委員会のルール、鍵の借用方法等は各運営委員会へ確認してください。
　(2) 利用当日
　　　鍵や日誌を借用後、施設へ出向き、施設の異常がないか等を確認し、利用を開始します。利用終了後は、必要箇所を確認の上、その結果を日誌に記入し、施錠を行います。その後、施錠確認者サインを日誌に記入し、鍵及び日誌を所定の場所へ返却します。

利用日
前月 運営委員会
＜各種登録申請＞
・利用団体登録
・管理指導員報告
・運営委員報告
管理指導員講習会受講

※通年利用は繰り返し

